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高等教育機関における外国人留学生の受入推進に関する有識者会議 

これまでの審議経過報告 

 

1. はじめに 

 

昭和 58 年に「留学生受入れ 10 万人計画」が策定されて以降，途上国の人材育

成への貢献及び国際友好関係の強化を主な目的として，外国人留学生受入れの人

数の拡充に向けた様々な施策が実施されてきた。これが達成されると，平成 20

年には「留学生 30 万人計画」が策定され，更なる受入れが推進された。 

外国人留学生は，日本や日本文化に関心を持って来日し，日本で一定期間を過

ごすことで，更に日本への理解を深め，良き日本の理解者となる。このため，今

後もより多くの外国人留学生を招き入れていくことは，我が国にとって重要であ

り，より魅力的な教育環境を整備していくことは不可欠である。 

近年はより戦略的に外国人留学生を招き入れることが求められてきている。平

成 25 年には「日本再興戦略」において，真のグローバル人材を育てるために，平

成 32 年(2020 年)までに日本人留学生を倍増させ，また，「留学生 30 万人計画」

の実現を目指すとともに，戦略的な外国人留学生の確保を推進することが明記さ

れた。これを受けて，平成 25 年には戦略的な留学生交流の推進に関する検討会に

よる「世界の成長を取り込むための外国人留学生の受入れ戦略」が策定され，留

学生受入れに当たって，重点を置くべき分野や地域を設定し，それぞれの地域に

おける具体的な対応方針が示された。 

さらに，平成 26 年以降は，「日本再興戦略改定 2014」等で留学生の国内企業へ

の就職拡大の必要性が明示されるなど，我が国の経済的な発展につなげるために

外国人留学生の受入れを拡充するという側面がより明確に示されてきた。 

一方で，現在の外国人留学生受入れの実態を見ると，大学が受け入れている外

国人留学生数は横ばいなのに対し，専修学校専門課程や日本語教育機関での受入

数は近年増加している。さらに，６か月未満の短期の留学が増加するなど，従来

とは異なる傾向がみられる。 

また，我が国で高等教育機関に進学する者が最も多い 18 歳人口が急激に減少す

る 2018 年が目前に迫る中，以前にも増して，優秀な外国人留学生を戦略的に受け

入れていくことを検討すべき段階となってきている。 

本有識者会議は，「留学生 30 万人計画」の達成に向けて，単に数のみに着目す

るのではなく，より戦略的な受入れ拡大に向けて，外国人留学生にとってより魅

力的な教育研究環境を整備し，質の高い多くの留学生を招き入れるための具体の

方策について検討を行った。これまでの検討の結果を「審議経過報告」としてこ

こに報告するものである。 
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今後，この「審議経過報告」を踏まえ，更に具体の方策について議論を深め，

今後の外国人留学生受入れの推進方策についての最終的な報告書としてとりまと

めることとしたい。 

 

2. 外国人留学生受入れの意義・目的 

 

○ 外国人留学生受入れの意義・目的が多様化しているが，今後，国際的な人材獲

得競争の中で，我が国として以下の３つの目的の達成に向けた取り組みを進め

ていくことが必要であり，その一つとして，戦略的かつ積極的に優秀な学生を

招くことが重要である。 

 

① 途上国等の人材育成を通じた二国間関係強化 

途上国等から留学生を受け入れ，日本の大学や高等専門学校，専修学校専

門課程（以下「大学等」という。）で教育の受講や研究に従事してもらうこと

で，日本に対する理解を深めてもらい，留学生の母国と日本との二国間の関

係を強化することを目指す。さらに，結果として途上国の発展にも寄与する

ことが期待される。 

② より開かれた大学の教育研究の促進 

優秀な外国人留学生の受入れを拡充することで，より開かれた質の高い教

育を提供することが促され，教育水準の向上につながったり，国外からの優

秀な人材が日本の学生等と共同で研究を行ったりすることで，留学生自身及

び日本の大学の研究や研究環境の水準向上につながることが期待される。 

③ 我が国企業の国際競争力の維持・強化 

民間企業に有為な人材に外国人留学生として来日してもらい，留学中に日

本に関する知識や日本語力を高めるとともに，日本企業についての理解を深

めてもらうことで，優秀な外国人材の日本企業への就職を促進し，企業の国

際競争力を維持・強化することを目指す。特に，地方の中堅・中小企業への

就職を促進することで，地域の活性化にも寄与することが期待される。 

 

○ また，日本社会の国際化，活性化のためには，多くの外国人留学生を招き入れ

ることが重要となってくる。このため，広く，高度産業社会としての日本ない

し日本文化に関心のある学生を積極的に招き入れることも必要である。 

○ この場合の外国人留学生受入れの目的には次の④～⑥が挙げられる。 

 

④ 留学生交流を通じた大学の国際化・多様化 

高度産業社会としての日本に関心を有する多様な外国人留学生を招き入れ，
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日本で学び，日本についての理解を深めてもらうとともに，受入れ大学のキ

ャンパスの国際化・多様化を推進する。さらに，外国人留学生と日本人学生

とが共に学び，交流することで，日本人学生がグローバル人材として育つこ

とに寄与する。 

⑤ 途上国等のニーズに対応した人材育成 

アジア諸国等を中心に，母国での就職等につながるスキルを習得するニー

ズが高まっていることから，大学等において，これに対応した人材を育成す

る。 

⑥ 日本の高等教育機関に進学する外国人学生の育成 

近年，日本語教育機関で学ぶ外国人留学生数が増加傾向にあること，また，

その約８割が日本国内の高等教育機関に進学している実態を踏まえ，日本の

高等教育機関へ進学するために必要な質の高い日本語学習の機会を提供し，

日本にいる外国人のうち，日本の高等教育機関に進学する学生を育成する。 

 

3. 外国人留学生受入れ拡充に向けた方向性 

 

上記 2．のように，外国人留学生受入れの意義・目的は多様であり，「留学生 30 万

人計画」の達成に向けて，それぞれの目的に合わせて，ターゲットとなる学生を明確

にした上で，より多くの学生を招き入れる方策を整理することが必要である。 

 

（１）目的に応じた適切な招き入れ方策・情報発信の在り方 

いずれの目的においても，優秀な留学生を招き入れる上で，日本留学の魅力を

積極的に発信していくことは不可欠である。特に，何のために外国人留学生を招

き入れるのかという目的に応じて，どのような学生にどのような情報を伝えるこ

とが効果的であるかを整理した上で，よりリアリティーのある情報をわかりやす

く発信することが重要である。 

さらに，こうした情報を通じて日本留学に関心をもった学生をより積極的に招

き入れるためには，以下のような方策が必要である。 

 

＜我が国として戦略的に招くべき学生＞ 

○ ①～③でターゲットとする学生については，国際的な流動性も高く，全世界的

な人材獲得競争の中で，これらの学生が我が国に目を向けてくれるようにする

ことが重要であり，日本留学に際しての不要な障壁を除去する観点から，大学

等が渡日前に入学許可が出せる仕組みの構築が前提となる。 

○ ただし，渡日前の学生の選考に当たっては，在外公館，送り出し国の政府機関

や高等教育機関からの推薦等，留学生の質を保証するための仕組みが必要であ
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り，関係機関間での緊密な情報共有・連携が求められる。 

○ ①及び②については，授業料等については原則として日本負担とし，生活費の

心配をすることなく，教育や研究に従事することができるよう，渡日前に奨学

金等の支給が担保されることが必要である。 

○ ③については，授業料等の一部は本人負担としつつ，日本企業への就職の促進

につながる教育プログラムを提供し，卒業後の日本国内での就職の機会等，日

本留学の魅力を積極的に伝えることが必要である。また，政府からの奨学金と

併せて，民間の企業・団体等の奨学金の活用が進むよう，情報を積極的に伝え

るなどの取組が必要である。 

○ また，日本の大学への留学の障壁を軽減するため，例えば，日本語ができるこ

とを入学の必須要件とはせず，英語での学力が担保されれば入学を認めるなど

の仕組みを検討することも有効である。その上で，ターゲットとなる学生にそ

の情報が届くよう，積極的かつ効果的に発信することが必要である。 

○ 英語のみで学位取得が可能なコースの増設は，より多くの質の高い留学生を招

き入れる上で引き続き必要であるものの，ターゲットとする学生によりコース

設定の判断が必要である。また，少なくとも希望する学生に対しては日本語学

習の機会を提供することが望まれる。 

○ また，③の学生に対しては，日本企業で就職するに足りる高度な日本語を習得

できるようなプログラムを提供することが必要である。 

○ なお，平成 25 年度に議論された「世界の成長を取り込むための外国人留学生の

受入れ戦略」では，主として①に関する重点分野や地域が提言されたところで

ある。この受入れ戦略も踏まえつつ，重要であるにも関わらず，まだ外国人留

学生が少ない国については，より丁寧に状況を分析し，受入れ拡充に向けた方

策を個別に検討することが必要である。 

○ 例えば，短期の留学受入れプログラムを戦略的に活用することで，重点国・重

点校から日本の大学等への積極的な受入れを推進するとともに，将来のより長

期の留学につなげる方策を検討することも効果的である。 

○ 逆に，大学間協定等を通じて，日本の大学の教員が，海外で短期間の授業を行

うなど，留学フェアやウェブ上での情報発信に加え，日本の大学の魅力につい

て理解を深めてもらうための取組の強化を検討することも必要である。 

 

＜高度産業社会としての日本ないし日本文化に関心のある多様な学生＞ 

○ ④～⑥では，日本に関心のある学生を日本に招き入れたり，国内の大学等への

進学を促進したりする。これらの学生については，原則として授業料等のコス

トは学生本人に負担を求めることとするが，日本留学の動機付け及び来日後の

モチベーション向上策として，優秀な学生には一定の奨学金の支給が必要であ

 4 



 
 

る。この際，国費による奨学金のみではなく，民間の企業・団体や大学等が独

自に提供する奨学金についても，一括して情報発信を行うなどの工夫が必要で

ある。 

○ 卒業後に日本で就職できることは，日本留学の大きな魅力となりうることから，

より丁寧に卒業後の日本での就職状況や在留資格切り替えの手続き等について

の情報を発信することが必要である。 

○ さらに，主として私費による留学を前提としていることから，日本国内での生

活費や授業料等に関する情報は重要であり，特に日本への留学はコストが高い

という誤解を払しょくするための情報を積極的に発信することが必要である。 

○ また，ここで招き入れる多様な学生のニーズに対応した多様な受入れ機関，教

育プログラムが必要であり，どこでどのようなスキル等を習得できるかに関す

る情報をわかりやすく発信することが必要である。 

○ 大学等においては，日本に留学するに当たっての障壁を極力排除する観点から，

可能な限り渡日前入学許可が出せることが望ましい。 

  

（２）多様な留学形態の整理・推進 

○ 従来は，外国人留学生の受入れは，大学等への直接の入学が前提とされていた。

しかしながら，近年，従来の「留学生」の概念には必ずしも含まれていなかっ

た留学形態が増えている。 

○ 在留資格も，従来は大学等に在籍する場合には「留学」，日本語教育機関に在籍

する場合には「就学」と分かれていた。一方で，日本語教育機関修了者の約８

割が我が国の大学等に進学している状況にあることや，大学や企業において留

学生の日本語能力を重視する傾向にあることなどから，日本語教育機関への留

学を大学等への留学へのワンステップとした位置づけが強まるとの考えに基づ

き，平成 22 年から在留資格が「留学」に一本化された。 

○ 外国人留学生数の推移をみると，近年，外国人留学生の受入れは，専修学校専

門課程や日本語教育機関において大きく増加している。また，アジアの一部の

国を中心に高等専門学校への関心が高まり，大学においても，欧米諸国を中心

に，留学ビザを要しない短期留学が増えるなど，外国人留学生の受入れ形態は

多様化してきている。 

○ こうした実態を踏まえ，どこまでを外国人留学生としてカウントするか（受入

機関，留学期間等）について改めて整理をした上で，多様化している実態を踏

まえ，外国人留学生受入れの目的ごとに受入れ機関や形態についての考え方を

整理することが必要である。 

○ 特に，短期での受入れについては，留学生との交流が日本人学生に与える影響

は大きいものであること，戦略的に活用することにより，将来的に優秀な学生
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をより長期間招き入れることに結びつくこと，大学間交流協定に基づき，単位

互換を伴う場合は，教員交流にも結びつくことがあるなど，質の高い交流が期

待できることから，十分にその意義を評価した上で，推進方策を検討すること

が必要である。この際，短期プログラムで受け入れる留学生の授業料が大学の

財務面に貢献することが期待できることも踏まえて検討を行うことが必要であ

る。 

 

（３）外国人留学生受入れ機関，受入れプログラムの内容・期間 

こうした多様な留学形態の実態を踏まえ，ターゲットとする学生に応じて，適

切な受入れ機関やプログラムを検討することが必要である。 

 

＜我が国として戦略的に招くべき学生＞ 

○ 従来，①及び②を目的とし，大学院レベルでの長期の受入れを中心に，外国人

留学生の戦略的な招き入れを行ってきた。これは，将来，母国においてリーダ

ーとなりうる人材や，世界水準の教育研究を行える人材は，少なくとも学部レ

ベルは修了していることが必要との考えに基づくものである。今後も，主とし

て大学院レベルの学位取得型の長期での受入れを継続することが望ましい。 

○ ただし，①については，送り出し国のニーズも踏まえ，求められている分野の

技術を，大学の学部，高等専門学校や専修学校専門課程において提供するなど，

弾力的に対応することが適当である。また，ニーズに応じて短期間でのプログ

ラムを提供するなど，期間についても弾力的な対応が望まれる。 

○ ②についても，平成 23 年度から平成 27 年度まで実施された「大学の国際化の

ためのネットワーク形成推進事業（グローバル 30）」に採択された 13 大学1を中

心に，学部レベルも含め，英語による授業等の実施体制の構築，留学生受入れ

に関する体制整備，戦略的な国際連携の推進等を実施してきたことから，こう

した取組の成果も活用しながら，学部段階での質の高い留学生の受入れについ

て，短期での受入れも含め，推進方策を検討していくことが必要である。 

○ 受入れの促進に当たっては，大学間交流協定を通じた単位互換や，ダブル・デ

ィグリーやジョイント・ディグリーの活用も，質保証の観点から有効である。 

○ ①及び②については，他国との人材獲得競争の中で真に優秀な人材を招き入れ

るため，英語のみで学位取得可能な環境を提供することは有効であり，今後も

こうしたコースを増設していくことが必要である。これに加えて，日本に関心

を持って日本に留学してきた学生に，より深く日本を理解してもらう機会を提

供するため，希望者に対しては日本語や日本文化について学ぶ機会を提供する

                                                   
1 東北大学，筑波大学，東京大学，名古屋大学，京都大学，大阪大学，九州大学，慶應義塾大学，

上智大学，明治大学，早稲田大学，同志社大学，立命館大学 
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ことが望ましい。 

○ ③については，日本企業での採用の実態や企業側から外国人留学生への期待を

踏まえると，主に学部レベルでの長期の受入れが中心となると考えられる。 

○ これらの留学生に対しては，日本における就職を促進する観点から，入学時に

英語での選考を行った場合でも，卒業時までには日本企業で働くに堪え得る高

度な日本語を習得してもらい，さらに，日本企業におけるインターンシップを

取り入れたプログラムを提供することが必要である。 

○ また，①，②，③すべての留学生に対して，日本文化に関する授業を実施する

など，日本に対する理解を深めてもらうための工夫が必要である。 

 

＜高度産業社会としての日本ないし日本文化に関心のある多様な学生＞ 

○ 高度産業社会としての日本ないし日本文化に関心のある多様な学生（④～⑥）

については，学生のニーズに対応した多様な受入先を確保しておくことが必要

である。この際，大学のほか，高等専門学校，専修学校専門課程等も含め，受

入れ機関については学生のニーズに応じて柔軟に対応することが必要である。 

○ また，留学期間については，学位取得を目的とした留学を希望する者が多い一

方，日本文化を体験するための短期の留学を希望する者も一定数存在し，サマ

ープログラム等，短期プログラムでの受入れについても積極的に検討すること

が必要である。 

○ また，日本語教育機関の卒業者のうちの約８割が日本国内の高等教育機関に進

学する実態も踏まえ，日本語教育機関を経由した大学等への進学に向けた機関

間の連携の在り方についても検討が必要である。 

○ 受入れ機関をはじめ，使用言語，留学期間，レベル等については留学生のニー

ズに応じて多様な選択肢があることが望ましい。それぞれの大学等において，

ターゲットとする学生を明確にした上で，それに見合った教育プログラムを提

供することが望まれる。 

○ 漢字圏の学生をターゲットにする場合には，日本語のプログラムであっても十

分招き入れることが期待できる。一方で，非漢字圏の学生も含め，バランスよ

く一定程度の規模の外国人留学生を招き入れる上では，英語でのプログラムの

提供も必要となる。 

○ こうした多様な教育プログラムの内容等について，外国人留学生が留学先を選

択するに十分な情報をわかりやすく発信をすることが必要である。 

○ また，特に④に関しては，より多くの外国人留学生に来日してもらい，大学キ

ャンパスの環境が国際化・多様化することで，日本人学生がグローバル人材と

して育つことにも寄与するという教育的効果をも狙ったものでもあることから，

外国人留学生が日本人学生と共に授業を受けたり，交流する機会を積極的に設
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けたりすることが必要である。このことは，日本に関心をもって来日した外国

人留学生に日本をより良く理解してもらう意味でも有効である。 

 

4. 外国人留学生の受入れ拡充に向けた課題及びその解消に向けた方策と検討事項 

 

これまでの外国人留学生受入れ促進策の検討は，主として目的の①及び②を念頭に

おいて議論されてきた。しかしながら，近年は，目的③の重要性も高まっていること

に加え，「留学生 30 万人」という規模を前提として外国人留学生の受入れ拡充を議論

するに当たっては，より広く，多くの留学生を招き入れる方策を推進していくことが

必要である。こうした多様な目的を踏まえた受入れ拡充に向けた方策を推進していく

に当たっては様々な課題がある。 

 

（１）日本留学に関する情報発信 

○ 日本留学の魅力に関する積極的な情報発信の必要性については，これまでも指

摘されており，独立行政法人日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ）のウェブサイト

等を通じて様々な発信が行われている。また，グローバル 30 において，各大学

で整備された海外事務所においても，日本の大学に関する情報の提供が行われ

ている。 

○ 一方で，日本の大学において，英語で学べるコースがあることが十分に知られ

ていないことや，日本への留学は他国と比べてコストが高いと誤解されている

ことが多いとの指摘がある。 

○ ターゲットとする学生を明確に意識し，どのような情報を，どのようなツール

を通じて発信していくことが適切かを整理した上で，より効果的な情報発信を

行うことが必要である。 

○ 情報発信を行うに当たっては，特に英語コースの存在や生活コストが高くない

ことが十分に伝わるような工夫が必要である。 

○ また，留学生の受入れ規模を拡大していくためには，現在，一部の大学に集中

している外国人留学生に，より地方の大学等に目を向けてもらい，より幅広い

大学等で外国人留学生の受入れを拡充することが求められることから，情報発

信に当たっても工夫が必要である。 

○ さらに，外国人留学生向けの教育プログラムの内容，就職支援や日本における

就職の実態等，学生が必要とする情報を丁寧に発信していくことが必要である。 

○ また，近年，増加傾向にある短期の留学に関する情報についても，よりわかり

やすい形で発信することが必要である。 

○ この際，高等専門学校，専修学校専門課程，日本語教育機関に入学する留学生

も増えてきていることから，こうした機関に関する情報発信の在り方について
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も検討することが必要である。 

○ 特に，日本語教育機関に関しては，近年，数が激増している一方で，設置に関

しては許認可等が必要とされていない2等，留学生が必要とする情報を収集する

ことがより難しい状況にあることから，よりきめ細かな情報発信を行っていく

ことが必要である。 

○ こうした情報発信の主体については，留学生向けの情報発信の拠点であるＪＡ

ＳＳＯのウェブサイトを充実させるとともに，現在，発足に向けて検討中であ

るナショナル・インフォメーション・センター（ＮＩＣ）が，我が国の高等教

育制度や取得できる資格，諸外国の資格との同等性等について正確かつ最新の

情報を発信することが望まれる。 

○ また，情報発信のツールとして，ウェブサイト等を活用するのはもちろんのこ

と，ＪＡＳＳＯの海外事務所，留学コーディネーター事務所3，グローバル30で

設置された海外大学共同利用事務所4，在外公館等，様々な海外拠点と連携した

情報発信も行っていくことが必要である。 

○ 情報発信を行うに当たっては，一部の国を中心に，悪質な留学斡旋事業者が不

適切な情報提供を行い，学生を集めている実態等があることも踏まえ，情報を

必要としている学生に正確な情報が届くよう，工夫が必要である。 

 

（２）外国人留学生のリクルーティング及び入試について 

○ 外国人留学生の入試は，大学院レベルにおいては，ＧＲＥ5等の海外の既存の資

格・検定試験を活用したり，大学の海外事務所等を活用してインターネットを

通じて面接を行ったりするなど，渡日せずに行われるケースも多い。 

○ また，グローバル 30 で選定された大学のように，秋入学の英語コースを実施し

ている大学では，ＧＰＡを活用するなどして，海外事務所で面接を行うなど，

海外での選抜を行っているケースもある。 

○ 一方，こうした体制が整備されている大学はまだ限られており，特に学部レベ

ルの入試については，多くの場合，渡日後に筆記試験形式で行われ，入学の可

否が決定される。入学後，授業についていくだけの学力があるかどうかを十分

に見極めたいという大学側の意向から，こうしたケースが多くなっている。 

                                                   
2 学生に在留資格「留学」を付与するにふさわしい機関であるかどうかという入国管理の観点か

ら行われる審査をクリアした機関のみを法務省が告示している。 
3 インド(東京大学)，ミャンマー(岡山大学)，サブサハラ・ザンビア(北海道大学)，ブラジル(筑波

大学) 
4 チュニジア(筑波大学)，エジプト(九州大学)，ロシア(東北大学)，インド(立命館大学，東京大学)，
ウズベキスタン(名古屋大学) 
5 The Graduate Record Examination：米国の ETS 社が実施する試験で，一般的に米国の大学院

を受験する場合にスコアの提出を求められるものである。 
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○ しかし，留学生にとってみると，来日しても入学できるかどうかわからないと

いう不透明感が生じることとなり，日本留学の障害の一つとしてこれまでも指

摘されてきている。 

○ 政府としても，日本留学試験等の取組を実施してきているが，日本留学試験は，

アジアの国々でしか受験できないこと，また，受験者数は国内の方が海外より

も多いなど，十分に活用できていない状況にある。 

○ 今後，ある程度の規模での外国人留学生の受入れを検討するに当たり，主とし

て学部レベルの渡日前入学許可の推進方策について，現在，いくつかの大学で

行われている優良事例を収集するとともに，その実例も踏まえ，また，日本留

学試験をより広く活用してもらうための方策も含め，更に検討することが必要

である。 

○ 特に優秀な学生を引きつけるためには，海外の高等学校等に直接働きかけを行

うことが必要であるが，こうしたリクルーティングのノウハウや，その後の選

抜方法等についても優良事例の共有が必要である。 

○ さらに，海外だけでなく，優秀な外国人の子弟が在籍する国内のインターナシ

ョナルスクールに対しても積極的な働きかけを行うことも有効である。加えて，

国内の小・中・高等学校に在籍する外国人児童生徒に対する教育支援を充実す

るとともに，これらの外国人生徒の大学進学を促進することも有効と考えられ

る。 

○ 一方で，他国との競争の中で優秀な学生を引きつけるためには，留学生向け入

試の在り方を工夫することは不可欠であり，これまで蓄積された優良事例も踏

まえ，更なる検討が必要である。 

○ 入試の在り方を検討するに当たっては，日本語教育機関や大学の留学生別科で

学んだのちに高等教育機関に進学する学生も相当数いることから，こうした学

生の入試の在り方についても併せて検討することが必要である。 

○ また，外国人留学生の入試と関連して，大学における定員管理の厳格化が進む

中，外国人留学生受入れのための入学枠を十分に確保するための方策や，外国

人留学生受入れの適正規模の考え方についても議論することが必要である。 

○ さらに，外国人留学生の受入れ方針をアドミッションポリシーに明示すること

が「日本再興戦略改訂 2015」で求められており，各大学へ周知を図っていると

ころであるが，そうした取組に加え，今後，各大学での更なる取組を推進する

ための方策についても検討が必要である。 

 

（３）外国人留学生向けの奨学金制度 

○ 現在，文部科学省及びＪＡＳＳＯが実施する外国人留学生向けの奨学金には以

下の３種類がある。 
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 国費外国人留学生制度による奨学金 

 大学等の海外留学支援制度による奨学金 

 留学生受入れ促進プログラム（文部科学省外国人留学生学習奨励費） 

○ この３種類の奨学金の待遇はそれぞれ異なるものであるため，外国人留学生受

入れの目的ごとに，より戦略的に各種奨学金を活用するための奨学金制度の在

り方について更に検討することが必要である。 

○ また，文部科学省及びＪＡＳＳＯ以外にも，外国政府負担の奨学金，独立行政

法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）や国立研究開発法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）

の各種プログラム，民間団体の奨学金，大学ごとの奨学金等，日本留学を支援

するためのスキームは多数存在しており，こうした奨学金制度等に関する情報

を積極的に発信していくことも必要である。 

○ 特に，より優秀な学生を引きつけるため，文部科学省による国費外国人留学生

制度を始め，ＪＩＣＡ，ＪＳＴ等の国費による奨学金プログラムをより戦略的

に一体的にブランディングし，情報発信していくことが必要である。 

 

（４）外国人留学生向けの受入れ体制の整備（宿舎確保，滞在中の支援体制等） 

○ 日本においては，外国人留学生の４分の３が民間のアパート等に居住しており，

特に都市部においては留学生の経済的負担が大きくなる。 

○ また，短期留学の学生にとっては，長期の留学生と比較して，滞在先の確保が

困難という状況もある。 

○ こうした課題を踏まえ，文部科学省において優良事例を積極的に収集・発信す

るなど，宿舎確保に関する取組を推進していくことが必要である。 

○ 最近は，日本人学生と外国人留学生が共に生活をする混住型の寮の教育的効果

が注目されている。こうした取組も含め，検討していくことが必要である。 

○ また，今後，外国人留学生の受入れ機関を多様化していく上で，現在，まだ留

学生受入れ規模が小さい大学を中心に，より多くの留学生を受け入れていくた

めの体制強化が必要であり，「スーパーグローバル大学」等での取組成果を見な

がら，支援方策の更なる検討が必要である。 

○ なお，外国人留学生の受入れに当たっては，学内の教育・研究活動について外

国為替及び外国貿易法（外為法）と関連法令の遵守の観点からの懸念の有無を

適宜確認しつつ，必要な体制の整備を行うことが求められる。 

 

（５）外国人留学生に提供する教育プログラム 

○ 外国人留学生に提供する教育プログラムについては，これまで大学院での受入

れを中心に，英語のみで学位取得可能なコースを開設・増設することで，留学

生の受入れ促進に一定の成果をあげてきた。また，学部段階でも，グローバル
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30 の採択大学を中心に導入を進め，成果を収めており，今後も引き続き増設が

必要である。 

○ 一方で，英語のみで学位取得可能なコースについては，質の確保や教員の国際

化の必要性，日本人学生とともに授業を受けたり，交流したりする機会が限定

的になりがちであるなど，様々な課題も指摘されており，今後の改善に向けて

さらなる検証が必要である6。 

○ また，英語のみで学位取得可能なコースを学部レベルで増設するには，多様な

教養科目への対応が必要であることや，規模が大きくなることなど，大学院と

は異なる様々な課題がある。 

○ さらに，英語のみで学位取得が可能であっても，日本において就職等を目指し

たい学生にとっては，日本語の習得が必要となる。 

○ 多様な外国人留学生をより多く招き入れるためには，グローバル 30 等で実施さ

れてきたとおり，日本語ができなくても入学できる体制を構築することは引き

続き必要であり，この点の促進強化が必要である。ただし，ターゲットとする

学生に応じて日本語の習得をどこまで求めるかは異なってくるため，どのよう

なプログラムが適当であるかについて，更なる検討が必要である。検討におい

ては，グローバル 30 の採択大学等のノウハウを活用するなど，導入手法や課題

を共有化することが望ましい。 

○ 学部段階で英語のみで学位が取得できるコースにおいては，日本語が不慣れな

中で未成年が渡日することとなることから，生活面でのサポート等を行うスタ

ッフの配置についても検討することが必要である。 

○ さらに，一部の大学では，入学時には日本語又は英語のどちらかができれば入

学を認め，入学後にバイリンガルでの教育を行っている。その結果，卒業時に

外国人留学生は日本語を，日本人学生は英語を高度なレベルで習得できている。

カリキュラムをバイリンガルで組むためには，教員の確保・養成を始め，様々

な課題があるが，バイリンガルでの教育を推進していくためには，先進的な事

例について分析することが有効である。 

○ また，ダブル・ディグリーやジョイント・ディグリーは，意欲ある学生が留学

してくることから，質の確保は行いやすいが，日本における活用状況はまだ限

定的であることから，更なる活用に向けた検討が必要である。 

○ どのような教育プログラムを提供していくかは，各大学の戦略に基づくもので

あり，受け入れる留学生のニーズやこれまでの実践例も含めて情報提供するこ

とも必要である。 

（６）日本国内での就職等，卒業後のキャリアパス 

                                                   
6 「大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業 学生アンケート調査集計結果」(平成 27
年 3 月独立行政法人日本学術振興会) 
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○ 日本留学後に日本企業に就職ができることは，日本留学の大きな魅力となる。

政府としても外国人留学生の就職率を，現状の３割から 2020 年までに５割に引

き上げるという目標を掲げ，様々な取組を進めている。特に，平成 29 年度から

の実施を検討している留学生就職促進プログラム等により，就職率の向上に努

めるべきである。 

○ こうした取組の成果を評価し，積極的に発信することで，効果的な就職支援を

推進していくことが必要である。 

○ また，外国人留学生の就職促進のためには，大学等における取組のみではなく，

外国人留学生の採用に関する企業側の意識の変革も必要であり，外国人留学生

のインターンシップや，就職した留学生の活躍状況を積極的に発信することで，

企業側の理解を深めるとともに，外国人の受入れ体制の整備（社内のマインド

の醸成や人事処遇の柔軟性，対応力の向上等）を進めることも重要である。こ

のため，例えば経済団体と個別企業，大学等の関係者で意見交換を行う等が考

えられる7。 

○ 大学の世界展開力強化事業等を通じて海外の大学との単位の相互認定や成績管

理等質の保証を伴った学生交流等を推進する共同教育プログラムの開発等が進め

られており，我が国の大学における教育の国際通用性が高まりつつある。このよ

うな大学の取組に海外展開に熱心な我が国企業が一層関与することなどにより，

より経済社会ニーズを踏まえたグローバル人材育成が可能となるようなカリキュ

ラムの構築を進めることは，日本人学生への教育的な効果がある上に，留学生の

日本企業就職においても効果があることから，留学生受入れ拡大の観点からも重

要である。 

 

（７）ネットワークの構築に向けた帰国後のフォローアップ 

○ 日本留学経験者は，一定期間を日本で過ごし，日本文化への理解が深まってい

ることが多く，将来的に日本と関わりが深い分野で活躍することが期待される。 

○ 一方，日本留学経験者の活躍状況については，現在も一定のフォローアップは

行っているものの，十分にできているとは言えない状況にある。このため，少

なくとも奨学金を受給した留学生については，しっかりとしたフォローアップ

ができるよう具体的な検討が必要である。 

○ また，例えば，ＪＥＴプログラムの経験者で日本関連の研究者になる人は多く，

留学生に関しても同様の好循環を生み出すことができるよう，より体系的にフ

ォローアップするための仕組みの構築を検討することが必要である。 

○ さらに，実質的なネットワークの構築・活用のためには，文部科学省や受入れ

                                                   
7 現在，経団連では，2012 年から国内大学と連携して，「経団連グローバル人材育成モデル・カ

リキュラム」や「経団連グローバルキャリア・ミーティング」を実施している。 
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大学はもちろんのこと，ＪＩＣＡ，ＪＳＴ等の留学生受入れスキームを持って

いる機関や，外務省，在外公館等の関係機関で十分な連携が不可欠であり，具

体的なスキームについて更に検討が必要である。 

 

5．より戦略的な留学生政策に向けて 

○ 前述した 4．における（１）～（７）の取組を行うことにより，より一層の留学

生の受入れ拡大が進むことが想定される。特に，正規課程での受入れ拡大だけ

でなく，短期プログラムで多くの外国人留学生を受け入れる際に，適切な授業

料等を徴収する（大学間交流協定等による授業料相互不徴収の学生は除く）こ

とは，大学の経営基盤の強化において，財政的にも有効な取組となる。 

○ また，留学生の受入れについては，これまでは，日本側が一定のコストを負担

して外国人留学生を受け入れることが前提となっていた。一方，諸外国の取組

を見ると，外国人留学生の受入れを輸出産業と位置付け，本国の学生よりも高

い授業料を徴収しているケースもある。 

○ 世界の経済状況が大きく変わってきている中，外国人留学生受入れの位置づけ

について，改めて議論をした上で，日本として，こうした形での外国人受入れ

を行う場合，どのような課題があるかについて整理をすることが必要である。 

 14 



 
 
 
 
 
 

概 要  

 15  15 



個
別

共
通

我
が
国
企
業
の
国
際
競

争
力
の
維
持
・
強
化

授
業
料
等
一
部
は
自
己

負
担

国
費
外
国
人
留
学
生
制
度

・
学
習
奨
励
費
（
た
だ
し
、
就
職

の
見
え
る
化
や
宿
舎
の
確
保

等
が
必
要
。
）

・
留
学
生
就
職
促
進
プ
ロ
グ
ラ

ム ・
民
間
奨
学
金

・
日
本
語
習
得
の
機
会
の
提
供

卒
業
後
の
就
職
の
見
え
る
化

・
民
間
奨
学
金
の
情
報
提
供

・
主
と
し
て
学
部
レ
ベ
ル

・
原
則
長
期
（
学
位
取
得
型
）

・
卒
業
時
ま
で
に
高
度
な
日
本
語
の
習

得 ・
日
本
企
業
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ ・
日
本
に
対
す
る
理
解
促
進
に
つ
な
が

る
よ
う
な
授
業

・
英
語
に
よ
る
試
験
等
入
学
者
選
抜
方

法
の
改
善

定
員
管
理
の
厳
格
化
の
中
で
の
留

学
生
受
入
れ
枠
の
確
保
（
特
に
学
部
）

地
方
大
学
の
魅
力
発
信

・
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
受
け
入
れ
企
業
、

就
職
先
企
業
の
確
保

・
日
本
企
業
に
お
け
る
外
国
人
の
キ
ャ

リ
ア
パ
ス

留
学
生
交
流
を
通
じ
た
大

学
の
国
際
化
・
多
様
化

・
大
学
院
／
学
部
レ
ベ
ル

・
長
期
／
短
期

・
英
語
ま
た
は
日
本
語

・
日
本
人
学
生
と
の
交
流
機
会
の
確
保

・
入
学
者
選
抜
方
法
の
改
善

定
員
管
理
の
厳
格
化
の
中
で
の
留

学
生
受
入
れ
枠
の
確
保
（
特
に
学
部
）

卒
業
後
の
就
職
の
見
え
る
化

地
方
大
学
の
魅
力
発
信

・
留
学
生
の
受
入
れ
体
制
の
整
備
（
人

員
の
配
置
、
宿
舎
の
確
保
）

途
上
国
等
の
ニ
ー
ズ
に
対

応
し
た
人
材
育
成

ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
教
育
内
容
、
期

間 ・
高
等
専
門
学
校
、
専
門
学
校
等
も
含

む
多
様
な
受
け
入
れ
先
の
確
保

・
入
学
者
選
抜
方
法
の
改
善

卒
業
後
の
就
職
の
見
え
る
化

・
留
学
生
の
受
入
れ
体
制
の
整
備
（
人

員
の
配
置
、
宿
舎
の
確
保
）

日
本
の
高
等
教
育
機
関
に

進
学
す
る
外
国
人
学
生
の

育
成

原
則
と
し
て
コ
ス
ト
は
学
生

負
担
で
あ
る
が
、
高
等
教

育
機
関
へ
の
進
学
に
向
け

て
の
意
欲
向
上
の
た
め
、

一
部
の
優
秀
学
生
に
対
し

て
は
奨
学
金
を
支
給

・
学
習
奨
励
費

・
民
間
奨
学
金

大
学
進
学
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
提
供

・
日
本
の
大
学
へ
の
進
学
実
績
等
の
見

え
る
化

課
題

我
が
国
と
し
て
戦
略
的
に
招
く

べ
き
学
生

途
上
国
等
の
人
材
育
成
を

通
じ
た
二
国
間
関
係
強
化

・
国
費
外
国
人
留
学
生
制
度

・
Ｊ
ＩＣ
Ａ
各
種
研
修
ス
キ
ー
ム

途
上
国
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た

人
材
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
供

・
英
語
の
み
で
学
位
取
得
で
き
る

コ
ー
ス
の
設
置

渡
日
前
入
学
許
可

・
情
報
発
信
機
能
の
強
化
（
海

外
事
務
所
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
イ
ン

フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
セ
ン
タ
ー
の

活
用
等
）

・
優
秀
な
学
生
を
惹
き
つ
け
る

に
十
分
な
（
他
国
と
競
合
し
て

も
見
劣
り
し
な
い
）
手
厚
い
奨

学
金

・
日
本
語
を
入
学
の
必
須
要
件

と
は
し
な
い

・
原
則
大
学
院
レ
ベ
ル

原
則
長
期
（
学
位
取
得
型
）

ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

・
英
語
に
よ
る
授
業

・
日
本
に
対
す
る
理
解
促
進
に
つ
な
が

る
よ
う
な
授
業

・
希
望
者
に
は
日
本
語
学
習
の
機
会
の

提
供

・
途
上
国
の
人
材
養
成
ニ
ー
ズ
に
対
応

し
、
高
等
専
門
学
校
や
専
門
学
校
の
学

生
も
対
象

・
英
語
に
よ
る
試
験
等
入
学
者
選
抜
方

法
の
改
善

選
考
段
階
に
お
け
る
各
国
の
リ
ー

ダ
ー
候
補
と
な
る
学
生
の
見
極
め

受
入
れ
大
学
等
に
と
っ
て
も
プ
ラ
ス
と

な
る
人
材
で
あ
る
こ
と
が
必
要

外
交
上
特
に
重
要
な
国
の
選
定

帰
国
後
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

よ
り
開
か
れ
た
大
学
の
教

育
研
究
の
促
進

タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
る
学
生

目
的

コ
ス
ト
負
担
の
考
え
方

目
的
に
合
致
し
た

現
行
の
奨
学
金
制
度

呼
び
込
み
方
策

対
象
・
教
育
内
容
等

・
国
費
外
国
人
留
学
生
制
度

海
外
留
学
支
援
制
度

・
大
学
独
自
の
奨
学
金

・
大
学
間
交
流
協
定

・
英
語
の
み
で
学
位
取
得
で
き
る

コ
ー
ス
の
設
置

卒
業
後
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
（
研

究
者
と
し
て
の
採
用
等
）

・
ダ
ブ
ル
・
デ
ィ
グ
リ
ー
、
ジ
ョ
イ
ン

ト
・
デ
ィ
グ
リ
ー
の
積
極
的
活
用

・
大
学
院
レ
ベ
ル
（
も
し
く
は
学
部
レ
ベ

ル
）

・
長
期
／
短
期

・
英
語
に
よ
る
授
業

・
希
望
者
に
は
日
本
語
学
習
の
機
会
の

提
供

・
日
本
に
対
す
る
理
解
促
進
に
つ
な
が

る
よ
う
な
授
業

・
英
語
に
よ
る
試
験
等
入
学
者
選
抜
方

法
の
改
善

リ
ク
ル
ー
テ
ィ
ン
グ

国
際
的
な
流
動
性
が
高
い
人
材
を
日

本
に
惹
き
つ
け
て
お
く
だ
け
の
魅
力
的

な
環
境
整
備

・
卒
業
後
の
ポ
ス
ト
の
確
保

・
帰
国
後
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

高
度
産
業
社
会
と
し
て
の
日

本
な
い
し
日
本
文
化
に
関
心

の
あ
る
多
様
な
学
生

原
則
と
し
て
コ
ス
ト
は
学
生

負
担
で
あ
る
が
、
動
機
づ

け
の
た
め
、
一
部
の
優
秀

学
生
に
対
し
て
は
奨
学
金

を
支
給

・
学
習
奨
励
費

・
外
国
政
府
派
遣
奨
学
金

大
学
独
自
の
奨
学
金

・
民
間
奨
学
金

・
大
学
間
交
流
協
定

・
渡
日
前
入
学
許
可

日
本
で
の
就
職
実
績
の
見
え
る
化

・
日
本
留
学
の
魅
力
（
低
コ
ス
ト
、
就
職
の
見
え
る
化
等
）
の
積
極

的
発
信
、
情
報
発
信
機
能
の
強
化

来
日
の
動
機
づ
け
と
し
て
の
一
部
の
優
秀
学
生
へ
の
奨
学
金

・
民
間
奨
学
金
の
情
報
提
供

・
渡
日
前
入
学
許
可

日
本
で
の
就
職
実
績
の
見
え
る
化

・
日
本
留
学
の
魅
力
（
低
コ
ス
ト
、
就
職
の
見
え
る
化
等
）
の
積
極

的
発
信
、
情
報
発
信
機
能
の
強
化

来
日
の
動
機
づ
け
と
し
て
の
一
部
の
優
秀
学
生
へ
の
奨
学
金

・
民
間
奨
学
金
の
情
報
提
供

・
日
本
の
大
学
へ
の
進
学
実
績
の
見
え
る
化

原
則
と
し
て
日
本
側
で
全

額
あ
る
い
は
大
部
分
の
コ

ス
ト
負
担外
国
人
留
学
生
受
入
れ
の
目
的
及
び
招
き
入
れ
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
の
考
え
方

外
国
人
留
学
生
受
入
れ
の
目
的
は
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に
合
わ
せ
て
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る
外
国
人
留
学
生
を
絞
り
込
み
、
招
き
入
れ
る
た
め
の
方
策
や
提
供
す

る
教
育
内
容
等
を
議
論
す
る
こ
と
が
必
要
。
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☆
「
グ
ロ
ー
バ
ル
戦
略
」
展
開
の
一
環
と
し
て

20
20
年
を
目
途
に
留
学
生
受
入
れ

30
万
人
を
目
指
す
。

☆
大
学
等
の
教
育
研
究
の
国
際
競
争
力
を
高
め
、
優
れ
た
留
学
生
を
戦
略
的
に
獲
得
。

☆
関
係
省
庁
・
機
関
等
が
総
合
的
・
有
機
的
に
連
携
し
て
計
画
を
推
進

２
．
入
試
・入
学
・
入
国
の
入
り
口
の
改
善

～
日
本
留
学
の
円
滑
化
～

○
大
学
の
情
報
発
信
強
化

○
渡
日
前
入
学
許
可
の
推
進

○
各
種
手
続
き
の
渡
日
前
決
定
促
進

○
大
学
の
在
籍
管
理
徹
底
と

入
国
審
査
等
の
簡
素
化
な
ど

４
．
受
入
れ
環
境
づ
く
り

～
安
心
し
て
勉
学
に
専
念
で
き
る
環
境
へ
の
取
組
み
～

○
渡
日

1年
以
内
は
宿
舎
提
供
を
可
能
に

○
国
費
留
学
生
制
度
等
の
改
善
・
活
用

○
地
域
・
企
業
等
と
の
交
流
支
援
・
推
進

○
国
内
の
日
本
語
教
育
の
充
実

○
留
学
生
等
へ
の
生
活
支
援
な
ど

５
．
卒
業
・修
了
後
の
社
会
の
受
入
れ
の
推
進

～
日
本
の
社
会
の
ｸ
ﾞﾛ
ｰ
ﾊ
ﾞﾙ
化
～

○
産
学
官
が
連
携
し
た
就
職
支
援
や
起
業
支
援

○
在
留
資
格
の
明
確
化
、
在
留
期
間
の
見
直
し
の
検
討
等

○
帰
国
後
の
ﾌ
ｫ
ﾛ
ｰ
ｱ
ｯ
ﾌ
ﾟの
充
実
な
ど

外
務
省

法
務
省

経
済
産
業
省

厚
生
労
働
省

国
土
交
通
省

文
部
科
学
省

ポ イ ン ト

○
積
極
的
留
学
情
報
発
信

○
留
学
相
談
強
化

○
海
外
で
の
日
本
語
教
育
の
充
実
な
ど

～
日
本
留
学
へ
の
動
機
づ
け
と

ﾜ
ﾝ
ｽ
ﾄｯ
ﾌ
ﾟｻ
ｰ
ﾋ
ﾞｽ
の
展
開
～

１
．
日
本
留
学
へ
の
誘
い

大
学
等

海
外
拠
点

在
外
公
館

独
立
行
政
法
人

海
外
事
務
所

連
携

連
携

母
国
で
入
学

手
続
き
を

可
能
に
！

３
．
大
学
等
の
ｸ
ﾞﾛ
ｰ
ﾊ
ﾞﾙ
化
の
推
進

～
魅
力
あ
る
大
学
づ
く
り
～

○
国
際
化
拠
点
大
学

(3
0)
の

重
点
的
育
成

○
英
語
の
み
に
よ
る
コ
ー
ス
の
拡
大

○
ﾀ
ﾞﾌ
ﾞﾙ
ﾃ
ﾞｨ
ｸ
ﾞﾘ
ｰ
、
短
期
留
学
等
の
推
進

○
大
学
等
の
専
門
的
な
組
織
体
制
の
強
化

な
ど 企
業

地
域

連
携

連
携

連
携

支
援

留
学

帰
国就
職

情
報
発
信

宿
舎

宿
舎
奨
学
金
交
流
支
援
日
本
語
生
活
支
援

「
留
学
生
３
０
万
人
計
画
」
骨
子
の
概
要

留
学
生
の

雇
用
の
促
進

情
報

発
信

母
国
で
あ
ら
ゆ
る

留
学
情
報
の
入
手

を
可
能
に
！

国
際
色
豊
か
な

キ
ャ
ン
パ
ス
に

総
合
的

有
機
的

連
携

連
携
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○
世
界
的
な
留
学
生
獲
得
競
争
が
激
化
す
る
中
、
教
育
研
究
の
向
上
や
国
家
間
の
友
好
関
係
の
強
化
に
継
続
し
て
取
り
組
む
こ
と
に
加
え
、

諸
外
国
の
成
長
を
我
が
国
に
取
り
込
み
、
我
が
国
の
更
な
る
発
展
を
図
る
た
め
、
重
点
地
域
の
設
定
等
の
外
国
人
留
学
生
受
入
れ
に
係
る
戦
略
を
策
定
す
る
こ
と
が
必
要
。

〇
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
諸
外
国
・
地
域
の
人
材
育
成
や
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
構
築
等
の
継
続
的
な
取
組
に
加
え
、
我
が
国
の
大
学
等
へ
の
留
学
を
奨
励
・
促
進
さ
せ
る
た
め
に
、
重
点
を
置
く
べ
き
分
野
や
地
域
及
び
具
体
的
な

対
応
方
針
を
本
戦
略
に
お
い
て
策
定
。

○
2
0
2
0
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
開
催
を
契
機
に
、
ス
ポ
ー
ツ
や
文
化
等
、
我
が
国
の
魅
力
の
積
極
的
な
海
外
発
信
に
果
た
す
外
国
人
留
学
生
の
役
割
も
重
要
。

・
A
S
E
A
N
は
我
が
国
と
の
人
的
交
流
が
最
も
活
発
な
地
域
で
あ
る
と
と
も
に
、
将
来
的
に
も
、
日
系
企
業
の
進
出
も
盛
ん
に
な
る
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
国
の
状
況
を
考
慮
し
つ
つ
、
教
育
の
質
を
確
保
す
る
仕
組
み
を
構

築
し
、
量
的
な
拡
大
を
図
る
。

・
我
が
国
へ
の
留
学
の
魅
力
や
我
が
国
の
大
学
等
の
優
れ
た
点
に
つ
い
て
集
中
的
に
広
報
し
、
留
学
生
の
受
入
れ
を
促
進
す
る
。

・
地
域
の
広
大
さ
に
鑑
み
、
モ
ス
ク
ワ
だ
け
で
な
く
、
我
が
国
か
ら
地
理
的
に
近
く
、
親
日
派
・
知
日
派
の
多
い
地
域
で
あ
る
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
を
中
心
と
し
た
極
東
地
域
か
ら
の
留
学
生
の
受
入
れ
に
つ
い
て
も
促
進
す
る
。

・
ア
フ
リ
カ
は
、
サ
ブ
サ
ハ
ラ
を
中
心
に
、
今
後
大
き
な
成
長
が
期
待
で
き
る
一
方
、
治
安
や
病
気
等
の
不
安
が
大
き
い
地
域
で
あ
る
。
今
後
、
ア
フ
リ
カ
か
ら
の
留
学
生
を
増
や
す
に
当
た
っ
て
は
、
ア
フ
リ
カ
各
国
と
の
関
係
で

得
ら
れ
る
成
果
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
良
好
事
例
を
創
出
し
、
我
が
国
の
大
学
等
に
情
報
を
周
知
す
る
こ
と
で
、
留
学
生
の
受
入
れ
を
促
進
す
る
。

・
我
が
国
へ
の
留
学
の
魅
力
や
我
が
国
の
大
学
等
の
優
れ
た
点
に
つ
い
て
集
中
的
に
広
報
し
、
留
学
生
の
受
入
れ
を
促
進
す
る
。

・
中
東
各
国
が
用
意
す
る
政
府
派
遣
奨
学
金
を
積
極
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
必
要
な
環
境
整
備
を
図
る
。

・
企
業
の
進
出
拠
点
が
多
く
形
成
さ
れ
る
イ
ン
ド
を
中
心
と
し
て
、
在
外
公
館
や
我
が
国
の
関
係
機
関
と
連
携
し
、
我
が
国
へ
の
留
学
の
魅
力
や
我
が
国
の
大
学
等
の
優
れ
た
点
に
つ
い
て
集
中
的
に
広
報
し
、
留
学
生
の
受

入
れ
を
促
進
す
る
。

・
東
ア
ジ
ア
の
中
で
も
、
我
が
国
と
の
関
係
が
強
く
親
日
国
で
あ
り
、
資
源
確
保
の
観
点
か
ら
も
関
係
を
強
化
す
る
こ
と
が
重
要
な
モ
ン
ゴ
ル
を
中
心
と
し
て
、
留
学
生
の
受
入
れ
を
促
進
す
る
。

・
政
府
間
の
声
明
を
踏
ま
え
た
人
的
交
流
の
強
化
を
図
る
。

・
学
事
暦
の
柔
軟
化
や
大
学
間
交
流
協
定
の
締
結
促
進
に
よ
り
、
短
期
の
留
学
生
の
受
入
れ
を
中
心
に
、
受
入
数
を
増
加
さ
せ
る
。

・
南
米
は
、
我
が
国
の
高
い
技
術
に
対
す
る
関
心
が
高
く
、
我
が
国
に
と
っ
て
も
、
資
源
の
確
保
と
質
の
高
い
人
材
の
受
入
れ
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
主
に
工
学
及
び
農
学
分
野
の
留
学
生
の
受
入
れ
を
促
進
す
る
。

「
留
学
生
3
0
万
人
計
画
」
の
実
現
を
図
る
た
め
、
従
来
の
O
D
A
的
な
考
え
方
か
ら
脱
却
し
、

我
が
国
の
更
な
る
発
展
を
目
的
と
し
た
戦
略
に
よ
る
「
攻
め
」
の
留
学
生
受
入
れ
に
取
り
組
む
。

工
学

医
療

社
会
科
学

(法
制
度
)

農
学

東
南
ア
ジ
ア

（
A
S
E
A
N
）

我
が
国
の
発
展
に
特
に
寄
与
す
る
と
考
え
ら
れ
る
重
点
地
域
及
び
今
後
の
対
応
方
針

外
国
人
留
学
生
受
入
れ
施
策
の
成
果
が
十
分
に
期
待
で
き
る
重
点
分
野

平
成

25
年

12
月

18
日
戦
略
的
な
留
学
生
交
流
の
推
進
に
関
す
る
検
討
会

基
本
的
な
考
え
方

対
応
方
針

重
点
地
域

〇
留
学
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
配
置
な
ど
に
よ
る
戦
略
的
な
外
国
人
留
学
生
の
受
入
れ

○
奨
学
金
の
充
実
と
運
用
改
善
（
戦
略
枠
の
設
定
等
）

○
外
国
語
で
単
位
や
学
位
が
取
得
で
き
る
環
境
の
整
備
促
進

○
地
域
と
連
携
し
た
外
国
人
留
学
生
の
生
活
支
援

○
我
が
国
で
学
修
し
た
外
国
人
留
学
生
へ
の
対
応

世
界
の
成
長
を
取
り
込
む
た
め
の
外
国
人
留
学
生
の
受
入
れ
戦
略
（
概
要
）

世
界
の
成
長
を
取
り
込
む
た
め
の
外
国
人
留
学
生
の
受
入
れ
戦
略
（
概
要
）

電
気
、
資
源
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
建
築
等
の
開
発
分
野
か
ら
防
災
、
環
境
保
全
ま
で
幅
広
く
貢
献
で
き
る

基
礎
的
な
分
野
。
多
岐
に
わ
た
り
諸
外
国
と
の
関
係
発
展
に
寄
与
。

民
法
、
商
法
等
社
会
基
盤
を
形
成
す
る
実
学
的
分
野
を
中
心
に
、
諸
外
国
の
法
整
備
等
に
寄
与
す
る

こ
と
に
よ
り
、
現
地
の
み
な
ら
ず
我
が
国
の
企
業
の
現
地
進
出
等
に
有
益
。

医
療
人
材
の
育
成
に
よ
る
諸
外
国
の
医
療
水
準
の
向
上
へ
の
貢
献
、
O
D
A
等
に
よ
り
我
が

国
が
設
立
し
た
病
院
等
医
療
施
設
の
継
続
的
な
運
営
に
寄
与
。

食
料
の
増
産
、
バ
イ
オ
マ
ス
の
利
用
に
よ
る
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
等
に
貢
献
す
る
こ
と

に
よ
り
、
現
地
生
活
の
安
定
、
我
が
国
の
食
料
安
全
保
障
に
寄
与
。

戦
略
の
在
り
方

具
体
的
方
策

ロ
シ
ア
及
び
C
IS
諸
国

ア
フ
リ
カ

中
東

南
西
ア
ジ
ア

東
ア
ジ
ア

南
米

米
国

中
東
欧

世
界
の
成
長
を
取
り
込
む
た
め
の
外
国
人
留
学
生
の
受
入
れ
戦
略
（
報
告
書
）

ht
tp

://
w

w
w

.m
ex

t.g
o.

jp
/a

_m
en

u/
ko

ut
ou

/ry
ug

ak
u/

13
42

72
6.

ht
m

 20  20 



学
校
種
別
・
外
国
人
留
学
生
在
籍
者
数
推
移

H
1
6

H
1
7

H
1
8

H
1
9

H
2
0

H
2
1

H
2
2

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

大
学
院

2
9
,5
1
4

3
0
,2
7
8

3
0
,9
1
0

3
1
,5
9
2

3
2
,6
6
6

3
5
,4
0
5

3
9
,0
9
7

3
9
,7
4
9

3
9
,6
4
1

3
9
,5
6
7

3
9
,9
7
9

4
1
,3
9
6

学
部

5
8
,3
2
4

6
1
,1
5
2

6
0
,4
2
0

5
9
,5
1
0

6
0
,5
2
0

6
4
,3
2
7

7
0
,0
2
1

6
8
,9
0
1

6
9
,2
7
4

6
7
,4
3
7

6
5
,8
6
5

6
7
,4
7
2

短
期
大
学

3
,4
8
1

3
,0
9
1

2
,4
7
4

2
,1
1
0

2
,1
1
7

2
,2
2
4

2
,0
9
3

1
,8
2
7

1
,6
0
3

1
,4
3
8

1
,4
3
3

1
,4
1
4

高
等
専
門
学
校

5
0
6

5
3
1

5
4
3

5
3
9

5
3
8

5
5
7

5
5
1

5
1
6

4
8
4

4
6
4

4
8
4

5
1
9

専
修
学
校
（
専
門
課
程
）

2
3
,8
3
3

2
5
,1
9
7

2
1
,5
6
2

2
2
,3
9
9

2
5
,7
5
3

2
7
,9
1
4

2
7
,8
7
2

2
5
,4
6
3

2
5
,1
6
7

2
4
,5
8
6

2
9
,2
2
7

3
8
,6
5
4

準
備
教
育
機
関

1
,6
4
4

1
,5
6
3

2
,0
1
8

2
,3
4
8

2
,2
3
5

2
,2
9
3

2
,1
4
0

1
,6
1
9

1
,5
8
7

2
,0
2
7

2
,1
9
7

2
,6
0
7

日
本
語
教
育
機
関

3
3
,2
6
6

2
5
,6
2
2

2
4
,0
9
2

3
2
,6
2
6

4
4
,9
7
0

5
6
,3
1
7

合
計

1
1
7
,3
0
2

1
2
1
,8
1
2

1
1
7
,9
2
7

1
1
8
,4
9
8

1
2
3
,8
2
9

1
3
2
,7
2
0

1
7
5
,0
4
0

1
6
3
,6
9
7

1
6
1
,8
4
8

1
6
8
,1
4
5

1
8
4
,1
5
5

2
0
8
,3
7
9

（
出
典
）
日
本
学
生
支
援
機
構
「
外
国
人
留
学
生
在
籍
状
況
調
査
」

41
,3

96

67
,4

72

1,
41

4
51

9

38
,6

54

2,
60

756
,3

17

20
8,

37
9

0

50
,0

00

10
0,

00
0

15
0,

00
0

20
0,

00
0

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

H2
1

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

H2
7

大
学
院

学
部

短
期
大
学

高
等
専
門
学
校

専
修
学
校
（
専
門
課
程
）

準
備
教
育
機
関

日
本
語
教
育
機
関

合
計
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重点地域別留学生数推移（各年5月1日現在）

（人）
H24 H25 H26 H27 H24 H25 H26 H27

ミャンマー 1,151 1,193 1,280 1,652 イラン 213 208 180 189
タイ 2,167 2,383 2,676 2,904 トルコ 155 156 160 180
マレーシア 2,319 2,293 2,361 2,460 シリア 50 53 51 52
シンガポール 211 209 260 282 レバノン 11 13 11 16
インドネシア 2,276 2,410 2,705 2,995 イスラエル 27 29 30 36
フィリピン 497 507 546 647 ヨルダン 28 27 25 25
ベトナム 4,373 6,290 11,174 20,131 イラク 16 11 14 15
カンボジア 311 338 368 426 クウェート 5 6 4 4
ラオス 223 218 207 207 サウジアラビア 413 472 562 551
ブルネイ 17 20 26 35 アフガニスタン 102 155 213 307

ASEAN　計 13,545 15,861 21,603 31,739 パレスチナ 14 17 15 14
ロシア 333 339 404 451 イエメン 11 18 20 20
ウクライナ 71 77 77 78 アラブ首長国連邦 44 42 44 63
ウズベキスタン 203 227 274 335 バーレーン 7 8 10 9
カザフスタン 58 65 85 87 オマーン 13 14 18 23
ベラルーシ 24 33 26 29 カタール 3 4 9 16
キルギス 75 72 76 85 中東　計 1,112 1,233 1,366 1,520
アゼルバイジャン 22 17 21 15 パキスタン　　　　　　 166 184 185 198
タジキスタン 27 34 34 42 インド　　　　　　　　 541 560 622 773
トルクメニスタン 19 17 13 15 ネパール　　　　　　　 2,451 3,188 5,291 8,691
アルメニア 5 8 11 13 バングラデシュ 1,052 875 825 1,015
モルドバ 8 6 8 7 スリランカ　　　　　 670 794 902 1,200

ロシア・CIS　計 845 895 1,029 1,157 ブータン　　　　 22 17 20 23
エジプト 213 229 258 280 モルディブ 5 2 6 5
スーダン 40 36 31 35 南西アジア　計 4,907 5,620 7,851 11,905
リビア 11 12 13 13 モンゴル　　　　　　　 1,114 1,138 1,222 1,350
チュニジア 53 54 52 50 東アジア　計 1,114 1,138 1,222 1,350
アルジェリア 19 25 27 29 ブラジル　           272 275 437 481
マダガスカル 21 23 22 22 パラグアイ　　　  　　 28 26 19 24
ケニア 104 99 89 154 ウルグアイ　　　  　　 6 3 6 3
タンザニア 48 43 48 84 アルゼンチン　      　 53 48 56 61
コンゴ民主共和国 19 17 22 20 チリ　　　           34 37 36 38
ナイジェリア 57 68 71 85 ボリビア　　　      　 26 22 28 26
ガーナ 45 52 54 71 ペルー　　　　　  　　 78 86 93 96
リベリア 4 3 7 4 エクアドル　　　  　　 15 22 16 18
ガボン 6 7 6 7 コロンビア           64 60 57 66
コンゴ共和国 3 4 1 2 ベネズエラ　　　    　 42 42 43 41
カメルーン 27 36 40 29 ガイアナ 4 3 3 2
ザンビア 20 18 18 21 南米　計 622 624 794 856
コートジボワール 12 9 13 19 アメリカ合衆国 2,133 2,083 1,975 2,223
モロッコ 37 42 46 50 米国 2,133 2,083 1,975 2,223
セネガル 40 49 58 47 ギリシャ          22 28 32 42
エチオピア 50 53 52 75 オーストリア      58 57 61 71
ギニア 10 9 11 20 スイス            65 79 89 77
ウガンダ 71 72 70 75 ポーランド        103 113 147 177
ジンバブエ 33 26 27 24 チェコ            44 48 46 54
南アフリカ 18 18 16 33 ハンガリー        86 78 85 102
モーリタニア 7 8 4 3 ルーマニア        69 75 67 71
トーゴ 1 3 2 1 ブルガリア 　     73 78 78 98
中央アフリカ 1 1 1 0 アルバニア 　 12 9 5 7
ベナン 13 17 17 21 スロバキア        26 35 31 33
マラウイ 20 19 20 19 ウクライナ　  　  71 77 77 78
スワジランド 1 1 2 2 クロアチア　　    18 18 22 26
エリトリア 12 10 10 8 スロベニア        14 10 20 22
コモロ 1 1 1 1 マケドニア        8 8 7 6
ナミビア 2 2 3 8 ボスニア・ヘルツェゴビナ 9 11 9 12
ボツワナ 20 21 21 21 セルビア 29 34 29 27
マリ 9 12 8 7 モンテネグロ 2 1 0 1
ニジェール 1 1 0 0 コソボ 1 3 5 3
モーリシャス 5 3 4 5 キプロス            　 1 2 6 8
レソト 0 0 2 1 中東欧　計 711 764 816 915
アンゴラ 5 4 3 5
ガーボヴェルデ 0 1 4 4
サントメ・プリンシペ 0 0 0 1
赤道ギニア 1 0 0 0
ブルキナファソ 2 3 8 6
ソマリア 2 2 2 2
モザンビーク 14 13 16 39
ルワンダ 14 17 16 33
シエラレオネ 10 10 7 6
ブルンジ 0 1 1 2
ジブチ 1 1 2 1
チャド 2 0 0 0
その他（アフリカ地域） 1 0 3 2

アフリカ　計 1,106 1,155 1,209 1,447

（出典）独立行政法人日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査」

中東欧

国地域 国地域

ASEAN

中東

ロシア
・

CIS

南西
アジア

アフリカ

東アジア

南米

米国
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６
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６
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６
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○
ア
ジ
ア
、中
東
、ア
フリ
カ、
中
南
米
か
らの
留
学
生
（
全
体
の
94
.1
%
）
は
、学
位
取
得
を
目
的
とし
た
長
期
留
学
が
中
心
。

○
大
洋
州
、北
米
、欧
州
か
らの
留
学
生
（
全
体
の
5.
9%
）
は
、必
ず
しも
我
が
国
に
お
け
る
学
位
取
得
を
目
的
とし
な
い
、

大
学
等
に
お
け
る
語
学
の
実
地
習
得
等
を
目
的
とし
た
短
期
留
学
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半
数
程
度
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占
め
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。

出
身
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域
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留
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現
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出
典
：
独
立
行
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日
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学
生
支
援
機
構
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国
人
留
学
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在
籍
状
況
調
査
」
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６
ヶ月

６
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外
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各
国
に
お
け
る
海
外
留
学
の
状
況
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,0

60
 

57
,5

01
 

60
,1

38
 

0

10
0,
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0,
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0
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0,
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02
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12

中
国

ア
メ
リ
カ

イ
ン
ド

韓
国

日
本

（
単
位
：
人
）

（
単
位
：
年
）
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ブロック別留学生受入れ大学数

平成27年5月1日現在

ブロック
留学生有
大学数

割合 留学生数 割合
留学生無
大学数

北海道 29 4.6% 2,572 2.4% 8

東北 33 5.2% 3,374 3.1% 17

関東（東京以外） 94 14.8% 16,557 15.2% 20

東京 128 20.1% 32,149 29.5% 16

中部 109 17.1% 11,891 10.9% 26

関西 118 18.5% 20,779 19.1% 35

中国 44 6.9% 5,609 5.2% 8

四国 14 2.2% 1,094 1.0% 2

九州 68 10.7% 14,843 13.6% 11

合計 637 100.0% 108,868 100.0% 143

（出典）日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査」

 25  25 



外国人留学生の日本留学の理由

○留学の目的（複数回答設問）

区分 割合

学位を取得する 55.2%

就職に必要な技能や知識を身に付ける 39.9%

日本で働く、もしくは日本企業に就職する 38.0%

日本語の能力を高めたい 35.5%

国際的な経験を積んで、国際的な人脈を作りたい 29.7%

国際的な考え方を身に付けたい 29.0%

教養を身に付ける 23.4%

良い環境で研究を行う 14.4%

他文化に接する 13.1%

その他 1.0%

○日本を留学先として選んだ理由（複数回答設問）

区分 割合

日本社会に興味があり、日本で生活したかったため 56.6%

日本語・日本文化を勉強したかったため 45.1%

日本の大学等の教育、研究が魅力的と思ったため 32.9%

日本と関連のある職業に就きたかったため 22.1%

興味ある専門分野があったため 21.9%

異文化に接したかったため 21.6%

友人、知人、家族等に勧められたため 21.6%

地理的に近いため 20.7%

他の国も考えていたが、学力や費用等の条件が一番合ったため 12.6%

大学間交流等をきっかけとして 6.1%

奨学金を得られたため 4.3%

その他 1.4%

（出典）日本学生支援機構「平成25年度私費外国人留学生生活実態調査」
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外
国
語
教
育
の
実
施
状
況
①

「
英
語
に
よ
る
授
業
」
の
み
で
卒
業
（
修
了
）
で
き
る
（
学
科
等
が
あ
る
）
学
部
（
研
究
科
）
①
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平
成
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度
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度
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国
立

公
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立

【学
部
段
階
】
「英
語
に
よ
る
授
業
」の
み
で
卒
業
で
き
る
大
学
数

7

8
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20
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1.
0%

1.
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2.
2%

2.
7%
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6%

【学
部
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に
よ
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授
業
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の
み
で
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業
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き
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学
部
数
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26
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東
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大
学

工
学
部
、
理
学
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、
農
学
部
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京
都
大
学

工
学
部

・
筑
波
大
学

生
命
環
境
学
群

・
東
京
大
学

教
養
学
部

・
名
古
屋
大
学

経
済
学
部
、
工
学
部
、
農
学
部
、
法
学
部
、
理
学
部

・
大
阪
大
学

人
間
科
学
部

・
国
際
教
養
大
学

国
際
教
養
学
部

・
東
京
基
督
教
大
学

神
学
部

・
慶
應
義
塾
大
学

総
合
政
策
学
部
、
環
境
情
報
学
部

・
上
智
大
学

国
際
教
養
学
部
、
理
工
学
部

・
多
摩
大
学

ｸﾞ
ﾛｰ
ﾊﾞ
ﾙｽ
ﾀﾃ
ﾞｨ
ｰｽ
ﾞ学
部

○
【
学
部
段
階
】
「
英
語
に
よ
る
授
業
」
の
み
で
卒
業
で
き
る
（
学
科
等
が
あ
る
）
学
部
（
1
9
大
学
3
8
学
部
）

・
法
政
大
学

ｸﾞ
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ﾊﾞ
ﾙ教
養
学
部

・
明
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大
学

国
際
学
部
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早
稲
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国
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教
養
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基
幹
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工
学
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、
先
進
理
工
学
部
、
創
造
理
工
学
部
、

政
治
経
済
学
部
、
社
会
科
学
部

・
名
古
屋
商
科
大
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ｺﾐ
ｭﾆ
ｹｰ
ｼｮ
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部
、
経
営
学
部
、
経
済
学
部
、
商
学
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・
立
命
館
大
学

国
際
関
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学
部
、
政
策
科
学
部

・
関
西
学
院
大
学

国
際
学
部

・
奈
良
産
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大
学

ﾋﾞ
ｼﾞ
ﾈｽ
学
部
、
情
報
学
部

・
立
命
館
ア
ジ
ア
太
平
洋
大
学

ｱｼ
ﾞｱ
太
平
洋
学
部
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国
際
経
営
学
部

（
出
典
）
文
部
科
学
省
「
平
成
2
5
年
度
の
大
学
に
お
け
る
教
育
内
容
等
の
改
革
状
況
に
つ
い
て
」

 28  28 



97

10
7

11
0 12

0 12
6

3

6

7

7

8

39

42

57

73

68

0
50

10
0

15
0

20
0

25
0

平
成

20
年
度

平
成

21
年
度

平
成

23
年
度

平
成

24
年
度

平
成

25
年
度

国
立

公
立

私
立

45 47

43 45 45

3

5

7

7 8

25

29

26

36 34

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

平
成

20
年
度

平
成

21
年
度

平
成

23
年
度

平
成

24
年
度

平
成

25
年
度

国
立

公
立

私
立

外
国
語
教
育
の
実
施
状
況
②

「
英
語
に
よ
る
授
業
」
の
み
で
卒
業
（
修
了
）
で
き
る
（
学
科
等
が
あ
る
）
学
部
（
研
究
科
）
②

【研
究
科
段
階
】
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授
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数
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震
災
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影
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を
考
慮
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実
施
し
て
い
な
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学
部
（Ｂ
）

う
ち
大
学
院

（Ｃ
）

う
ち
学
部
（Ｅ
）

う
ち
大
学
院
（Ｆ
）

う
ち
学
部
（Ｈ
）
う
ち
大
学
院
（Ｉ
）

う
ち
学
部
（Ｋ
）

う
ち
大
学
院

（Ｌ
）

A0
1-
北
海
道
大
学

41
コ
ー
ス

0コ
ー
ス

41
コ
ー
ス

13
0コ
ー
ス

31
コ
ー
ス

99
コ
ー
ス

31
.5

4%
0.

00
%

41
.4

1%
30

3人
0人

30
3人

17
,9

39
人

11
,8

07
人

6,
13

2人
1.

69
%

0.
00

%
4.

94
%

A0
2-
東
北
大
学

26
コ
ー
ス

3コ
ー
ス

23
コ
ー
ス

57
コ
ー
ス

13
コ
ー
ス

44
コ
ー
ス

45
.6

1%
23

.0
8%

52
.2

7%
35

9人
71
人

28
8人

18
,4

60
人

11
,4

24
人

7,
03

6人
1.

94
%

0.
62

%
4.

09
%

A0
3-
筑
波
大
学

43
コ
ー
ス

5コ
ー
ス

38
コ
ー
ス

20
4コ
ー
ス

35
コ
ー
ス

16
9コ
ー
ス

21
.0

8%
14

.2
9%

22
.4

9%
51

9人
14

8人
37

1人
17

,3
59
人

9,
79

5人
7,

56
4人

2.
99

%
1.

51
%

4.
90

%
A0

4-
東
京
大
学

44
コ
ー
ス

3コ
ー
ス

41
コ
ー
ス

44
3コ
ー
ス

12
0コ
ー
ス

32
3コ
ー
ス

9.
93

%
2.

50
%

12
.6

9%
90

1人
78
人

82
3人

28
,1

60
人

14
,1

06
人

14
,0

54
人

3.
20

%
0.

55
%

5.
86

%
A0

5-
東
京
医
科
歯
科
大
学

7コ
ー
ス

0コ
ー
ス

7コ
ー
ス

34
コ
ー
ス

6コ
ー
ス

28
コ
ー
ス

20
.5

9%
0.

00
%

25
.0

0%
83
人

0人
83
人

3,
24

4人
1,

50
0人

1,
74

4人
2.

56
%

0.
00

%
4.

76
%

A0
6-
東
京
工
業
大
学

83
コ
ー
ス

0コ
ー
ス

83
コ
ー
ス

12
8コ
ー
ス

28
コ
ー
ス

10
0コ
ー
ス

64
.8

4%
0.

00
%

83
.0

0%
4,

24
5人

0人
4,

24
5人

10
,1

10
人

4,
77

1人
5,

33
9人

41
.9

9%
0.

00
%

79
.5

1%
A0

7-
名
古
屋
大
学

39
コ
ー
ス

11
コ
ー
ス

28
コ
ー
ス

20
7コ
ー
ス

35
コ
ー
ス

17
2コ
ー
ス

18
.8

4%
31

.4
3%

16
.2

8%
59

8人
17

7人
42

1人
16

,2
70
人

10
,0

95
人

6,
17

5人
3.

68
%

1.
75

%
6.

82
%

A0
8-
京
都
大
学

27
コ
ー
ス

1コ
ー
ス

26
コ
ー
ス

79
コ
ー
ス

13
コ
ー
ス

66
コ
ー
ス

34
.1

8%
7.

69
%

39
.3

9%
47

1人
69
人

40
2人

23
,3

91
人

13
,8

40
人

9,
55

1人
2.

01
%

0.
50

%
4.

21
%

A0
9-
大
阪
大
学

16
コ
ー
ス

2コ
ー
ス

14
コ
ー
ス

29
4コ
ー
ス

90
コ
ー
ス

20
4コ
ー
ス

5.
44

%
2.

22
%

6.
86

%
30

7人
99
人

20
8人

24
,5

14
人

16
,0

21
人

8,
49

3人
1.

25
%

0.
62

%
2.

45
%

A1
0-
広
島
大
学

34
コ
ー
ス

0コ
ー
ス

34
コ
ー
ス

14
5コ
ー
ス

66
コ
ー
ス

79
コ
ー
ス

23
.4

5%
0.

00
%

43
.0

4%
1,

37
3人

0人
1,

37
3人

15
,6

20
人

11
,1

22
人

4,
49

8人
8.

79
%

0.
00

%
30

.5
2%

A1
1-
九
州
大
学

63
コ
ー
ス

5コ
ー
ス

58
コ
ー
ス

19
5コ
ー
ス

31
コ
ー
ス

16
4コ
ー
ス

32
.3

1%
16

.1
3%

35
.3

7%
61

8人
79
人

53
9人

19
,0

90
人

11
,9

70
人

7,
12

0人
3.

24
%

0.
66

%
7.

57
%

A1
2-
慶
應
義
塾
大
学

12
コ
ー
ス

1コ
ー
ス

11
コ
ー
ス

12
1コ
ー
ス

41
コ
ー
ス

80
コ
ー
ス

9.
92

%
2.

44
%

13
.7

5%
34

7人
62
人

28
5人

34
,3

10
人

29
,2

36
人

5,
07

4人
1.

01
%

0.
21

%
5.

62
%

A1
3-
早
稲
田
大
学

50
コ
ー
ス

19
コ
ー
ス

31
コ
ー
ス

15
2コ
ー
ス

71
コ
ー
ス

81
コ
ー
ス

32
.8

9%
26

.7
6%

38
.2

7%
2,

93
8人

1,
38

0人
1,

55
8人

53
,4

07
人

43
,8

96
人

9,
51

1人
5.

50
%

3.
14

%
16

.3
8%

B0
1-
千
葉
大
学

18
コ
ー
ス

0コ
ー
ス

18
コ
ー
ス

11
8コ
ー
ス

41
コ
ー
ス

77
コ
ー
ス

15
.2

5%
0.

00
%

23
.3

8%
21

4人
0人

21
4人

14
,7

93
人

11
,1

48
人

3,
64

5人
1.

45
%

0.
00

%
5.

87
%

B0
2-
東
京
外
国
語
大
学

1コ
ー
ス

0コ
ー
ス

1コ
ー
ス

18
コ
ー
ス

6コ
ー
ス

12
コ
ー
ス

5.
56

%
0.

00
%

8.
33

%
19
人

0人
19
人

4,
64

7人
4,

09
8人

54
9人

0.
41

%
0.

00
%

3.
46

%
B0

3-
東
京
藝
術
大
学

0コ
ー
ス

0コ
ー
ス

0コ
ー
ス

90
コ
ー
ス

34
コ
ー
ス

56
コ
ー
ス

0.
00

%
0.

00
%

0.
00

%
0人

0人
0人

3,
39

4人
2,

11
3人

1,
28

1人
0.

00
%

0.
00

%
0.

00
%

B0
4-
長
岡
技
術
科
学
大
学

16
コ
ー
ス

0コ
ー
ス

16
コ
ー
ス

16
コ
ー
ス

0コ
ー
ス

16
コ
ー
ス

10
0.

00
%

0.
00

%
10

0.
00

%
66
人

0人
66
人

2,
61

2人
1,

49
2人

1,
12

0人
2.

53
%

0.
00

%
5.

89
%

B0
5-
金
沢
大
学

23
コ
ー
ス

0コ
ー
ス

23
コ
ー
ス

99
コ
ー
ス

49
コ
ー
ス

50
コ
ー
ス

23
.2

3%
0.

00
%

46
.0

0%
78
人

0人
78
人

10
,5

06
人

8,
06

9人
2,

43
7人

0.
74

%
0.

00
%

3.
20

%
B0

6-
豊
橋
技
術
科
学
大
学

2コ
ー
ス

0コ
ー
ス

2コ
ー
ス

5コ
ー
ス

1コ
ー
ス

4コ
ー
ス

40
.0

0%
0.

00
%

50
.0

0%
44
人

0人
44
人

2,
24

4人
1,

21
7人

1,
02

7人
1.

96
%

0.
00

%
4.

28
%

B0
7-
京
都
工
芸
繊
維
大
学

.
18
コ
ー
ス

0コ
ー
ス

18
コ
ー
ス

50
コ
ー
ス

10
コ
ー
ス

40
コ
ー
ス

36
.0

0%
0.

00
%

45
.0

0%
26
人

0人
26
人

4,
07

9人
2,

80
9人

1,
27

0人
0.

64
%

0.
00

%
2.

05
%

B0
8-
奈
良
先
端
科
学
技
術
大
学
院
大
学

6コ
ー
ス

　
-

6コ
ー
ス

8コ
ー
ス

　
-

8コ
ー
ス

75
.0

0%
-

75
.0

0%
63

1人
-

63
1人

1,
16

1人
-

1,
16

1人
54

.3
5%

-
54

.3
5%

B0
9-
岡
山
大
学

17
コ
ー
ス

0コ
ー
ス

17
コ
ー
ス

78
コ
ー
ス

15
コ
ー
ス

63
コ
ー
ス

21
.7

9%
0.

00
%

26
.9

8%
13

3人
0人

13
3人

13
,4

65
人

10
,3

83
人

3,
08

2人
0.

99
%

0.
00

%
4.

32
%

B1
0-
熊
本
大
学

41
コ
ー
ス

0コ
ー
ス

41
コ
ー
ス

15
0コ
ー
ス

44
コ
ー
ス

10
6コ
ー
ス

27
.3

3%
0.

00
%

38
.6

8%
18

1人
0人

18
1人

10
,1

37
人

8,
05

4人
2,

08
3人

1.
79

%
0.

00
%

8.
69

%
B1

1-
国
際
教
養
大
学

3コ
ー
ス

1コ
ー
ス

2コ
ー
ス

4コ
ー
ス

1コ
ー
ス

3コ
ー
ス

75
.0

0%
10

0.
00

%
66

.6
7%

93
7人

89
8人

39
人

1,
13

9人
1,

08
7人

52
人

82
.2

7%
82

.6
1%

75
.0

0%
B1

2-
会
津
大
学

2コ
ー
ス

0コ
ー
ス

2コ
ー
ス

3コ
ー
ス

1コ
ー
ス

2コ
ー
ス

66
.6

7%
0.

00
%

10
0.

00
%

15
4人

0人
15

4人
1,

22
4人

1,
07

0人
15

4人
12

.5
8%

0.
00

%
10

0.
00

%
B1

3-
国
際
基
督
教
大
学

0コ
ー
ス

0コ
ー
ス

0コ
ー
ス

6コ
ー
ス

1コ
ー
ス

5コ
ー
ス

0.
00

%
0.

00
%

0.
00

%
0人

0人
0人

2,
84

8人
2,

68
2人

16
6人

0.
00

%
0.

00
%

0.
00

%
B1

4-
芝
浦
工
業
大
学

8コ
ー
ス

0コ
ー
ス

8コ
ー
ス

34
コ
ー
ス

17
コ
ー
ス

17
コ
ー
ス

23
.5

3%
0.

00
%

47
.0

6%
46
人

0人
46
人

8,
41

0人
7,

42
7人

98
3人

0.
55

%
0.

00
%

4.
68

%
B1

5-
上
智
大
学

7コ
ー
ス

3コ
ー
ス

4コ
ー
ス

59
コ
ー
ス

31
コ
ー
ス

28
コ
ー
ス

11
.8

6%
9.

68
%

14
.2

9%
1,

29
8人

1,
11

1人
18

7人
14

,3
55
人

12
,9

57
人

1,
39

8人
9.

04
%

8.
57

%
13

.3
8%

B1
6-
東
洋
大
学

4コ
ー
ス

0コ
ー
ス

4コ
ー
ス

10
8コ
ー
ス

48
コ
ー
ス

60
コ
ー
ス

3.
70

%
0.

00
%

6.
67

%
98
人

0人
98
人

29
,9

13
人

29
,0

85
人

82
8人

0.
33

%
0.

00
%

11
.8

4%
B1

7-
法
政
大
学

1コ
ー
ス

1コ
ー
ス

0コ
ー
ス

98
コ
ー
ス

39
コ
ー
ス

59
コ
ー
ス

1.
02

%
2.

56
%

0.
00

%
29

3人
29

3人
0人

28
,9

32
人

27
,1

09
人

1,
82

3人
1.

01
%

1.
08

%
0.

00
%

B1
8-
明
治
大
学

6コ
ー
ス

1コ
ー
ス

5コ
ー
ス

10
7コ
ー
ス

40
コ
ー
ス

67
コ
ー
ス

5.
61

%
2.

50
%

7.
46

%
20

7人
62
人

14
5人

33
,1

01
人

30
,6

63
人

2,
43

8人
0.

63
%

0.
20

%
5.

95
%

B1
9-
立
教
大
学

1コ
ー
ス

0コ
ー
ス

1コ
ー
ス

56
コ
ー
ス

27
コ
ー
ス

29
コ
ー
ス

1.
79

%
0.

00
%

3.
45

%
17
人

0人
17
人

21
,1

30
人

19
,7

54
人

1,
37

6人
0.

08
%

0.
00

%
1.

24
%

B2
0-
創
価
大
学

3コ
ー
ス

2コ
ー
ス

1コ
ー
ス

30
コ
ー
ス

10
コ
ー
ス

20
コ
ー
ス

10
.0

0%
20

.0
0%

5.
00

%
63

9人
62

6人
13
人

8,
12

5人
7,

73
4人

39
1人

7.
86

%
8.

09
%

3.
32

%
B2

1-
国
際
大
学

13
コ
ー
ス

0コ
ー
ス

13
コ
ー
ス

13
コ
ー
ス

0コ
ー
ス

13
コ
ー
ス

10
0.

00
%

–
10

0.
00

%
33

4人
0人

33
4人

33
4人

0人
33

4人
10

0.
00

%
–

10
0.

00
%

B2
2-
立
命
館
大
学

21
コ
ー
ス

2コ
ー
ス

19
コ
ー
ス

91
コ
ー
ス

32
コ
ー
ス

59
コ
ー
ス

23
.0

8%
6.

25
%

32
.2

0%
43

7人
27

8人
15

9人
35

,1
20
人

32
,3

01
人

2,
81

9人
1.

24
%

0.
86

%
5.

64
%

B2
3-
関
西
学
院
大
学

6コ
ー
ス

1コ
ー
ス

5コ
ー
ス

55
コ
ー
ス

11
コ
ー
ス

44
コ
ー
ス

10
.9

1%
9.

09
%

11
.3

6%
95
人

47
人

48
人

24
,7

09
人

23
,5

76
人

1,
13

3人
0.

38
%

0.
20

%
4.

24
%

B2
4-
立
命
館
ア
ジ
ア
太
平
洋
大
学

6コ
ー
ス

2コ
ー
ス

4コ
ー
ス

6コ
ー
ス

2コ
ー
ス

4コ
ー
ス

10
0.

00
%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

5,
88

1人
5,

69
8人

18
3人

5,
88

1人
5,

69
8人

18
3人

10
0.

00
%

10
0.

00
%

10
0.

00
%

合
計

70
8コ
ー
ス

63
コ
ー
ス

64
5コ
ー
ス

3,
49

1コ
ー
ス

1,
04

0コ
ー
ス

2,
45

1コ
ー
ス

20
.3

%
6.

1%
26

.3
%

24
,8

90
人

11
,1

76
人

13
,7

14
人

56
4,

13
3人

44
0,

10
9人

12
4,

02
4人

4.
4%

2.
5%

11
.1

%

⑧
外
国
語
の
み
で
卒
業
で
き
る
コ
ー
ス
の
数
等

大
学
名

平
成
２
７
年
度
（H

27
.5

.1
）

外
国
語
の
み
で

卒
業
で
き
る

コ
ー
ス
の
在
籍

者
数
（Ｇ
）

全
学
生
数
（Ｊ
）

割
合
（Ｇ
／
Ｊ
）
割
合
（Ｈ
／
Ｋ
）
割
合
（Ｉ
／
Ｌ
）

外
国
語
の
み
で

卒
業
で
き
る

コ
ー
ス
の
設
置

数
（Ａ
）

全
学
位
コ
ー
ス
の

設
置
数
（Ｄ
）

割
合
（Ａ
／
Ｄ
）
割
合
（Ｂ
／
Ｅ
）
割
合
（Ｃ
／
Ｆ
）
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外
国
人
留
学
生
の
就
職
の
現
状

○
大

学
（

学
部

・院
）

を
卒

業
・修

了
した

外
国

人
留

学
生

の
進

路
状

況
平
成
26
年
度
に
大
学
（
学
部
・院
）
を卒
業
・修
了
した
者
（
24
,1
77
人
）
の
うち
、国
内
に
就
職
した
者
は
7,
12
9人
（
約
30
%
）
。

○
外

国
人

留
学

生
の

就
職

支
援

に
関

す
る

政
府

の
方

向
性

「日
本
再
興
戦
略
改
訂
20
16
」（
平
成
28
年
6月
2日
）
に
お
い
て
、外
国
人
留
学
生
の

日
本

国
内

で
の

就
職

率
を
現
状
の

３
割

か
ら5

割
へ

向
上
させ
る
こと
を
閣
議
決
定
。

○
日

本
に

お
け

る
就

職
を

希
望

す
る

外
国

人
留

学
生

の
状

況
日
本
に
お
け
る
就
職
を
希
望
す
る
外
国
人
留
学
生
は
全
体
の
約
65
％
を占
め
る
。

・
外
国
人
留
学
生
の
就
職
者
数
は
近
年
増
加
して
い
る
が
、留
学
生
全
体
に
占
め
る
割
合
は
３
割
程
度
に
とど
ま
る
。

○
大

学
（

学
部

・院
）

段
階

に
お

け
る

外
国

人
留

学
生

の
卒

業
・修

了
及

び
国

内
就

職
の

推
移

（
出
典
）
「平
成
26
年
度
外
国
人
留
学
生
進
路
状
況
・学
位
授
与
状
況
調
査
結
果
」

(平
成
27
年
3月
(独
)日
本
学
生
支
援
機
構
)

（
出
典
）
「平
成
25
年
度
私
費
外
国
人
留
学
生
生
活
実
態
調
査
」

(平
成
26
年
7月
(独
)日
本
学
生
支
援
機
構
)

人
数

（
単
位
：
人
）

（
出
典
）
「平
成
26
年
度
外
国
人
留
学
生
進
路
状
況
・学
位
授
与
状
況
調
査
結
果
」

(平
成
27
年
3月
(独
)日
本
学
生
支
援
機
構
)

20
,9

30
 

22
,5

52
 

25
,1

25
 

25
,4

94
 

26
,7

17
 

24
,1

77
 

4,
70

1 
5,

13
5 

6,
19

9 
6,

35
6 

7,
03

5 
7,

12
9 

0

5,
00
0

10
,0
00

15
,0
00

20
,0
00

25
,0
00

30
,0
00

平
成
21
年

平
成
22
年

平
成
23
年

平
成
24
年

平
成
25
年

平
成
26
年

卒
業
・終
了
者
数
（
大
学
）

国
内
就
職
者
数
（
大
学
）

（
22
.5
%
）

（
22
.8
%
）

（
24
.7
%
）

（
24
.9
%
）

（
26
.3
%
）

（
29
.5
%
）
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外
国
人
留
学
生
の
就
職
に
関
す
る
課
題

38
.5

%

33
.8

%

32
.2

%

29
.0

%

25
.5

%

24
.8

%

22
.7

%

19
.8

%

0.
0%

10
.0

%
20

.0
%

30
.0

%
40

.0
%

①
外
国
人
留
学
生
向
け
の
求
人
が
少
な
い

②
日
本
の
就
職
活
動
の
仕
組
み
が
分
か
ら
な
い

③
日
本
語
に
よ
る
適
性
試
験
や
能
力
試
験
が
難

し
い

④
業
界
研
究
や
企
業
研
究
の
仕
方
が
分
か
ら
な

い

⑤
日
本
語
で
の
面
接
対
応
が
難
し
い

⑥
企
業
が
ど
の
よ
う
な
人
材
を
求
め
て
い
る
の
か

不
明

⑦
入
社
後
の
仕
事
内
容
が
不
明
確

⑧
日
本
語
に
よ
る
書
類
の
書
き
方
が
分
か
ら
な
い

52
.6

%

51
.2

%

37
.8

%

31
.9

%

28
.1

%

0.
0%

20
.0

%
40

.0
%

60
.0

%

①
在
留
資
格
の
変
更
手
続
き
の
簡
素
化
、
期
間

短
縮

②
留
学
生
用
就
職
情
報
の
充
実

③
企
業
主
催
の
留
学
生
用
就
職
説
明
会
の
充
実

④
在
留
資
格
の
変
更
の
弾
力
化

⑤
留
学
生
用
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
充
実

38
.9

%

36
.9

%

17
.7

%

0.
0%

20
.0

%
40

.0
%

①
日
本
語
能
力
が
不
十
分

②
日
本
企
業
に
お
け
る
働
き
方
の
理
解
が
不
十
分

③
業
界
研
究
・
企
業
研
究
が
不
十
分

◆
外
国
人
留
学
生
の
就
職
及
び
定
着
状
況
に
関
す
る
調
査
結
果

◆
平
成
2
5
年
度
私
費
外
国
人
留
学
生
生
活
実
態
調
査

外
国
人
留
学
生
や
高
度
外
国
人
材
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
複
数
回
答
可
）に
よ
る
と
、
就
職
活
動
上
の
課
題
と
し
て
、

①
日
本
式
の
就
職
方
法
指
導
や
日
本
語
の
修
得
の
た
め
の
支
援
、
②
企
業
に
よ
る
留
学
生
採
用
枠
の
拡
大
や
採
用
枠
の
明
示

③
在
留
資
格
の
変
更
手
続
き
の
簡
素
化
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

◆
外
国
人
留
学
生
の
就
職
及
び
定
着
状
況
に
関
す
る
調
査
結
果

出
典
：
「
外
国
人
留
学
生
の
就
職
及
び
定
着
状
況
に
関
す
る
調
査
結
果
」

2
0
1
5
年
3
月
新
日
本
有
限
責
任
監
査
法
人
（
経
済
産
業
省
委
託
事
業
）

出
典
：
「
平
成
2
5
年
度
私
費
外
国
人
留
学
生
生
活
実
態
調
査
」

20
14
年

7月
（
独
）
日
本
学
生
支
援
機
構

出
典
：
「
外
国
人
留
学
生
の
就
職
及
び
定
着
状
況
に
関
す
る
調
査
結
果
」

2
0
1
5
年
3
月
新
日
本
有
限
責
任
監
査
法
人
（
経
済
産
業
省
委
託
事
業
）

一
方
、
企
業
か
ら
見
て
、
外
国
人
留
学
生
が
就
職
活
動
で
改
善
し
て
ほ
し
い
点
は
以
下
の
通
り
。

①
外
国
人
留
学
生
向
け
の
求
人
が
少
な
い

②
日
本
の
就
職
活
動
の
仕
組
み
が
分
か
ら
な
い

③
日
本
語
に
よ
る
適
性
試
験
や
能
力
試
験
が
難
し
い

④
業
界
研
究
や
企
業
研
究
の
仕
方
が
分
か
ら
な
い

⑤
日
本
語
で
の
面
接
対
応
が
難
し
い

⑥
企
業
が
ど
の
よ
う
な
人
材
を
求
め
て
い
る
の
か
不
明

⑦
入
社
後
の
仕
事
内
容
が
不
明
確

⑧
日
本
語
に
よ
る
書
類
の
書
き
方
が
分
か
ら
な
い

①
在
留
資
格
の
変
更
手
続
き
の
簡
素
化
、
期
間

短
縮

②
留
学
生
用
就
職
情
報
の
充
実

③
企
業
主
催
の
留
学
生
用
就
職
説
明
会
の
充
実

④
在
留
資
格
の
変
更
の
弾
力
化

⑤
留
学
生
用
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
充
実

①
日
本
語
能
力
が
不
十
分

②
日
本
企
業
に
お
け
る
働
き
方
の
理
解
が
不
十
分

③
業
界
研
究
・
企
業
研
究
が
不
十
分

大
学
も
協
力
が
で
き
る
事
項

企
業
側
で
努
力
が
必
要
な
事
項
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各地域の帰国留学生会数及び会員数
（ＪＩＣＡ，ＡＯＴＳ同窓会等を除外した数）

総数　85,298名、９４か国、２４３組織

アジア　18か国・148組織 中南米　18か国・26組織 アフリカ　20か国・22組織
国・地域名 会員数 国･地域名 会員数 国・地域名 会員数

フィリピン（９） 23,426 ブラジル（8） 2,556 ケニア（２） 2507
中国（50） 13,551 アルゼンチン（１） 680 ブルキナファソ（１） 900
マレーシア（7） 9,074 エルサルバドル（１） 625 マダガスカル（２） 355
タイ（１５） 7,667 メキシコ（１） 409
インドネシア(21) 6,265 ペルー（１） 399 　　北米　2か国・4組織
韓国（２９） 3,680 コスタリカ（２） 252 国・地域名 会員数
ベトナム（３） 1,905 コロンビア（１） 240 カナダ（3） 82
ミャンマー（１） 1,477 パラグアイ(1) 85 アメリカ（１） 78
モンゴル（２） 910 グアテマラ(1) 77
バングラデシュ（２） 828 ドミニカ(1) 75 　中近東　6か国・７組織
カンボジア（２） 530 国・地域名 会員数
シンガポール（１） 415 ヨーロッパ　22か国・26組織 トルコ（１） 300
ラオス（１） 280 国・地域名 会員数 イラン（２） 285
インド（１） 257 アイスランド（２） 520 アフガニスタン（１） 200
ネパール（１） 253 ハンガリー（１） 390
スリランカ（１） 182 英国（１） 333 大洋州　8か国・10組織
パキスタン（１） 127 グルジア（２） 324 国・地域名 会員数
ブルネイ（１） 44 ウクライナ（１） 175 ニュージーランド（３） 150

イタリア（１） 172 フィジー(1) 70
スロベニア（１） 108 パプアニューギニア（１） 50

アセアン合計 51,083 ポーランド（１） 100
総数に占める割合 約５９％ チェコ（１） 96

デンマーク（１） 70

※中南米，ヨーロッパは会員数上位１０カ国，アフリカ，中近東，大洋州は上位３カ国のみ掲載。

北米 160名( 0.2％)

ヨーロッパ(NIS諸国含む）
2,715名（3.2％）

中東 895名(1.0％)

アフリカ 4,646名( 5.4％)

大洋州 433名(0.5％)

アジア 70,871名( 83.1％)

中南米 5,578名(6.5％)
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高等教育機関における外国人留学生の受入 
推進に関する有識者会議の設置について 

平成28 年7 月21 日 
高等教育局長決定 

１．趣旨 
文部科学省の行う留学生交流に係る外国人留学生の受入れ施策に関し、現下及び

今後の社会情勢等を勘案しつつ、これまでの各種提言における取組とその成果につ
いて進捗状況を点検するとともに、外国人留学生受入れの意義を再認識し、現在の
課題とその解決に向けた具体的な施策について改めて検討する。また、必要に応じ
て戦略的な留学生の受入れを推進するための意見交換を行う。 

この検討に当たり、有識者で構成される会議（以下、「有識者会議」という。）
を以下の要領にて開催する。 

２．検討事項 
① 外国人留学生受入れの意義の再確認 
② 設置主体等、各大学群の目指すべき方向性に即した外国人留学生の受入れ戦略 
③ 外国人留学生の受入れの現状及び上記受入戦略を踏まえた分析 
④ 国費外国人留学生制度（大使館推薦、大学推薦等）をはじめとした、奨学金プロ

グラムの在り方 
⑤ その他留学生戦略に関すること 

３．構成及び運営 
① 有識者会議は別に定める有識者等の協力を得て、「２．検討事項」について検討

する。 
② 有識者会議に主査を置き、有識者会議に属する委員の互選により選任する。 
③ 有識者会議の運営に関する事項及びその他必要な事項は、有識者会議において定

める。 

４．設置期間 
平成28 年7 月21 日から平成29 年3 月31 日までとする。 

５．庶務 
会議に関する庶務は、高等教育局学生・留学生課において処理する。 
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高等教育機関における外国人留学生の 

受入推進に関する有識者会議 委員名簿 

（◎：主査） 

（敬称略・五十音順） 

 

緒方 一夫 九州大学 副学長 
  
  岡本 毅  東京ガス株式会社 会長 
 
  北岡 伸一 独立行政法人国際協力機構 理事長 
 
◎ 田中 明彦 東京大学東洋文化研究所 教授 
  
  濵口 道成 国立研究開発法人科学技術振興機構 理事長 
 
  日比谷潤子 国際基督教大学長 
 
 
  



 
高等教育機関における外国人留学生の 
受入推進に関する有識者会議 審議経過 

 
 
第１回 平成２８年９月１４日（水）  
    ・課題の洗い出し、全体的な意見交換 
 
第２回 平成２８年９月２８日（水）  
    ・先進的な事例についてのヒアリング 
 
第３回 平成２８年１０月２１日（金） 
    ・審議経過報告に向けた骨子の議論 
 
第４回 平成２８年１２月２日（金）  
    ・審議経過報告のまとめ 
   
 
※審議経過報告のとりまとめ後、来年５月まで、留学生交流に精通した

者による作業部会を開催予定 
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